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〈審議会報告〉

物流拠点整備のあ り方 について

運輸省 「運輸政策審議会物流部会答申」

中 田 信 哉
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はじめに

平 成8年6月 に運 輸 政 策 審議 会物 流 部 会 は平 成7年10月 か ら審 議 し

て いた 「物 流拠 点 整 備 の あ り方 につ いて」 の と りま とめ を行 い,そ れ を

「運 輸 政 策 審 議 会 物 流 部 会 物 流 拠 点 整備 の あ り方 につ い て」(運 輸省大

臣官房総務審議官監修 財団法人物流技術セ ンター 平成8年7月)と して公

表 した。

過 去,運 輸 省 で は物 流 政 策 に関 して 「物流 拠 点 」 とい うもの に しぼ っ

て ま とま った研 究 や審 議 を行 った こ とはな か った。 した が って,物 流拠

点 とい う概 念 か ら検 討 を加 え る とい う これ まで にな い審 議 とな って い

る。 運 輸 省 と い う こ とだ けで はな く,物 流 研 究 にお いて も物 流拠 点 とい

う もの を深 く分 析 した もの は過 去 に もな いの で この と りま とめ は学 問 的

に もきわ めて興 味深 い もの と思 え る。

この稿 は審 議 会 の報告 で はあ るが そ うい う性 格 を持 って い る資料 で あ
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るため に単な る紹 介 で はな く,そ の内容 につ いて の論説 も加 え てみた

い 。

その前に 「審議 の過程」及 び 「本文 の構成」 を参考 までに上 げてお く

(表 一1)(表 一2)。

(補)こ の部会審議に先立 って平成6年 か ら7年 にかけて運輸省では 「今後の

物流拠点のあ り方についての研究会」 を総務審議官の 主宰で開催 している。 こ

れにつ いて私 は商経論叢第32巻 第2号 における研究会報告で取 り上 げた。物

流部会はこの総務審議官の私的研究会 とは異な り正規 の運輸政策審議会物流部

会である。 しか も,総 務審議官 は研究会の時 と部会の時では担当者が替わって

いる。 したが って,建 前的には関係がないか もしれない。

しか し,も ともと,物 流拠点を運輸省が取 り上 げることは研究会の時か らの

…貫 した流れであるし
,研 究会の座長であ った岡田清成城大学教授が部会長で

あ り,部 会の ド部機関である運輸政策審議会物流部会物流拠点小委員会 の委員

長で もあ った。更にこの時点での物流部会,特 に物流拠点小委員会のメンバー一

を見るな ら,そ れ は研究会のメ ンバーとほとん どが重なっており,そ ういう意

味で もこのっなが りは考え られ る。(.一)。

表一1

物流 部 会 及 び小 委員 会 開催 状 況

平成7年10月13口 第14回 物流部会開催

・部会長の選任について

・今後の物流拠点の整備のあ り方等 につ いて

・今後の審議の進め方について

同 上

平成7年11月3日

'F成7年ll月29日

同上

平成8年1月26日

第1回 物流拠点小委員会開催

・今後の物流拠点の整備のあ り方等 について

・今後の審議の進 め方につ いて

第2回 物流拠点小委員会開催

・物流拠点の整備のあ り方に関す る中間 とりまとめ(骨 子)

素案について

第3回 物流拠点小委員会開催

・物流拠点 の整備 のあり方に関す る中間 とりまとめにっいて

第15回 物流部会開催

・物流拠点 の整備 のあり方に関する中間 とりまとめについて

第4回 物流拠点小委員会開催

・事業者 ・自治体 ヒア リング
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平成8年3月7日 第5回 物流拠点小委員会開催

・物流拠点整備 のための中長期的課題について

平成8年4月4日 第6回 物流拠点小委員会開催

・物流拠 ,..の整備のあり方に関す るとりまとめ(骨 子)素 案

について

平成8年5月14日 第7回 物流拠点小委員会開催

・物流拠点の整備のあ り方に関す るとりま とめ案について

平成8年6月11口 第16回 物流部会開催

・物流拠点の整備のあり方に関するとりまとめ案にっいて

表 一2

物 流 拠 点 の 整 備 の あ り方 に つ い て

は じめに

1.物 流構 造変 革の状況

1.1物 流効率 化 が求 め られ る諸 要因 の分析

1.1.1環 境 問題 の現 状 と今後 の方 向

1.1,2道 路 交通混 雑 の激化

1.1.3労 働 環境 の改善 要請 と今後 の方向

1.2高 コス ト構造 の是 正 ・活 性化

1.3輸 入 拡人 等へ の対応

2.物 流構造 変化 と物流拠 点 の役割

2.1物 流 事業 者 の役 割

2.2物 流効 率化 と物 流拠 点

2.2.1ト ー タル物 流サ ー ビスの提供

2.2.2物 流活 動 の共同化 促進

2.2.3輸 送 機関 間 の結節 機能 強化

2.2.4輸 入拡大 と物流拠 点

2.3.集 積 、JI.地に よる効 率化等

3.今 後 整備 すべ き物流 拠点

3.1流 通効率 化対 応型物流 施設

3.2モ ー ダル シフ ト拠点 型 ター ミナ ル

3.3ト ラ ックター ミナ ル

3.4共 同輸 配送拠 点

3.5輸 入対応型 物流施 設

3.6食 料備蓄 ・流通施 設

4.物 流拠 点 の整備 方策

4.1物 流拠点 の整備 に係 る国,地 方 公共団体y民 間事業者 の役割
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4.2指 針 の策定

4.3投 資促 進 方策

4.4用 地確 保 と計 画 的 、Z地の ための 手法

4.4.1物 流拠点 用地 確保 の課題

II2計 画的 立地 の ための 」三法 の有効活 用

4.4.2.1特 別業 務地 区

4.x.2.2港 湾 にお け るt地 造 成 事業等

4.5国,地 方公 共団体 の連携

4.5.1関 係省庁,地 方公共 団体 との連携

4.5.Ll街 並み ま ちづ くり総合 支援 事 業の荷物共 同集配施設

4.5.12道 路 一・体型 広域物 流拠点

4.5、L3中 小 企業流通 業務効 率化 促進 法

4.5.1.4農 村 地域[業 等 導入促 進法

4.5.2物 流拠 点 に係 る 立地規 制 の緩 和

4.6物 流拠 点 に係 る、簗地規 制緩 和

5.地 域社 会 と物流拠 点

6.情 報化 ・自動 化

yb
.1情 報 化 ・r1動 化 装 置の 普及 促進

6.2港 湾 にお け るター ミナルの情 報化 ・rl動 化

El.3標 準化 の促進

あ とが き

表 一3

運 輸 政 策 審 議 会 物 流 部 会 委 員

清
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彦
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郎
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久

徹
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宣
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井

木

城

東

藤

藤

田

田

野

岡

大

草

栗

杉

藤

眞

居

稲

加

加

金

島

長

員

員

成城大学教授

㈱ 日本長期信用銀行代表取締役頭取

テ レビ ・ラジオキ ャスター一

㈱ 日本経済新聞社社友

一橋大学教授

慶鷹義塾大学教授

全 日本交通運輸産業労働組合協議会副議長

伊藤忠商事㈱審議役物流部長

㈹ 日本 ロジステ ィクスシステム協会専務理事

東京理科大学教授

㈹ 日本倉庫 協会理 事長

㈹ 日本物流団体連合会理事長

全 口本交通運輸産業労働組合協議会 事務局長
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戸

間

原
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早稲田大学教授

日本 自動 虹ター ミナル㈱代表取締役社長

神奈川大学教授

東京都都市計画局施設計画部長

㈹全日本 トラック協会理事長

㈹経済団体連合会輸送委員会企画部会委員

物流拠点小委員会委員

清

彦

彦

久

徹

晃

也

哉

幸

宣

武

書

雅

信

茂

田

原

山

藤

田

田

代

田

原

岡

栗

杉

加

金

島

田

中

東

長

員

員

員

倭ド

委

委

専

的目の備整点拠流物

成城大学教授

㈱ 日本経済新聞社社友

一一一橋大学教授

㈹日本倉庫協会理事長

㈹日本物流団体連合会理事長

全日本交通運輸産業労働組合協議会事務局長

全日本自動車ターミナル㈱代表取締役社長

神奈川大学教授

㈹経済団体連合会輸送委員会企画部会委員

これ までにない審議 であるために物流拠点整備 ということに関 して基

本 的な ところか ら審議 をす る必要 があ る とい うことであ るが その前 に

「なぜ,今,物 流拠点 なのか」 ということが明 らか にされる必要 がある。

これに関 して総務審議官 は公 刊された資料 の 「1二1」行 にあたって」 におい

て 「景気 の回復 の動 き」 「収益力回復 のための各企業 の事業活動の見直

し」「我が国経済 の高 コス ト構造 の是正」 「製造業 の生産拠点 の海外進出

の増大 に対応 した国際競争力の確保のたあの さまざまな動 き」 な どを取

り上 げ,時 代 の変化 ということを視点において 「このよ うな中で物流 に

は,国 民生活 の安定 と経済 の調和 ある発展 のために,効 率的 な運営 によ

るコス ト低減 や円滑化が一層求め られてい る」と して,「物流事業者 の活

動の基盤であ る物流拠点 は,物 流 の効率化 を図 る上 で非常 に重要 な役割

を持っ ものであ り,そ の整備 のあ り方について具体 的な施策 の方向を明

確 にす ることが不 可欠 にな っている」 と述べている。
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それ はつ ま り,経 済 環 境 ・社 会 環 境 が 大 き く変 わ ろ う と して お り,そ

れ に と もな い物流 の対 応 も変 化 せ ざ るを得 ず,そ の物 流 の基 盤 とな る物

流 拠点 の あ り方 も変 わ ろ うと して い る,と い うこ とを 言 った もの と考 え

られ よ う。 で は本 文 で は この ことを ど う分 析 して い るの だ ろ うか。

本文 の 「は じめ に」 で は い くっ か の ことを上 げて い る。 それ は ま とめ

てみ る と次 の よ うにな る。

(1)世 界経 済 は相 互 依存,ボ ー ダ レス化 ・グロー バル化 が一 層進 み っ

つ あ り・ その た め に新 た な国 際秩 序 の下 で国 際 的調 和 の とれ た経 済

確 凱が必 要 で あ る。

② 経 済 の レベ ル と国 民 の生 活 実 感 の乖 離 が 生 じ,国 民 は個 々 の生 活

の一 層 の 充実 とよ り個性 的 で 自由な行 き方 を求 めて い るた め に,そ

の豊 か さの実 感 を妨 げて い る諸 問題 の解 決 が求 め られ て い る。

(3)長 期 にわ た る景 気 の後 退 と その回 復 の 足踏 み,円 高 の経験 な どか

ら企 業 はそ の活動 の 見直 しを図 って お り,加 え て 内外 価格 差 へ の関

心 の高 ま りもあ って我 が 国経 済 の高 コス ト構造 が多 くの 懸念 を生 じ

させ て い る。

(4)こ の経 済社 会 の変化 が流 通 に も大 きな変 革 を もた ら し,価 格破 壊

な どの低 価格 志 向,流 通 構造 の簡 素 化,安 い輸 入 品 の急 増 な どが起

こって きて い る。

以 上の よ うな環 境認 識 の もと に物 流効 率化 につ いて は ドこれ まで,荷

セ企 業,物 流 企 業 が そ れぞ れ の 立場 にお い て推 進 し,行 政 も(中 略)諸 施

策 を進 めて きたが,(中 略)こ れ らの諸施 策 を含 めて,物 流 効 率 化 を効 果

的 に推進 して い くこ とが求 め られ て い る」 と述 べ られ て い る。

こ う して社 会 ・経 済環 境 の大 きな変 化 が まず,存 在 し,そ の た め物 流

の効 率 化 が一 層 求 め られ る とい うこ とで あ るが これ は多 くの関係 者 の コ

ンセ ンサ スで もあ るだ ろ う。 で は,そ の こ と と物流 拠 点 は ど う関係 して

くるのか。そ れ にっ いて は,過 去,運 輸 省 で は 「モ ー ダル シ フ トの推 進 」

「地域 内物流 の効 率化 」にっ いて は施策 の方 向 づ け はな され て い るが 「物
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流 拠 点 整 備 の あ り方 につ いて は,こ れ まで施策 の方 向 が貝体 的 に示 され

て い なか った とこ ろで あ り,最 近 の物 流 構造 の変革 に適 切 に対応 す るた

め に,物 流 拠 点 の整備 の あ り方 を明 確 にす る ことが 不 可欠 で あ る」 と述

べて い るが これ につ いて は若 一iの疑 問 が あ る。

とい うの は過 去,運 輸 省 で は多 くの 物流 拠 点関 連 の施 策 や構想 を打 ち

出 して きて い る はず で あ る。 昭 和40年 代 の 「複合 ター ミナ ル構 想」 「自

動車 ター ミナ ル法 の施 行 と改正 」 「高度 化 施 策 に基 づ く トラ ック業 の集

合 化 」 「5省 共 管 の 「流 通 市街 地 整 備 に関 す る法 律 』 の施 行 と改 正 」 「通

産 省 との共管 に よ る 『中小 企 業流 通 業務 効 率化 促 進 法』 の施行 」 「物 流

ネ ・ソトワー クシ テ ィ,サ テ ライ ト型 物 流拠 点 構想 」,そ して,港 湾 や空港

と い った拠 点 的 な意味 に お け るイ ン フラの整 備 を それ ぞれ 「整備計 画」

と して実 行 を して きて い る。

物 流拠 点 につ いて は運 輸 省 で は他 の施 策 に比 して決 して具体 的 に も量

的 に も劣 って い るわ けで はな い し,あ えて 言 うな ら過 去・ 運輸 省 の物 流

行 政 に お いて は貨 物 輸 送 産業 政 策 と並 ん で柱 とな る もので はなか ったか

とい う こ とで あ る。 物 流 拠 点 政 策 の み が 遅 れ て い た と は 言え な い と思

う。 それ で は ど う考 え れ ば良 い のだ ろ うか。

その ひ とっ の 考 え方 は これ まで の物流 拠 点 政 策 が現 在 の環 境変 化 の 中

で対 応 で きな くな って きて い る,と い う こ とで あ ろ う。 それ はつ ま り・

流通 ・物 流 の変 化 の中 で これ まで の物流 拠 点 政策 が通用 しな くな った と

い う こ とで はな か ろ うか。 そ の た あ に これ ま で の物 流 拠 点 政 策 を 見 直

し,多 くの政 策 を統 合 し,新 た な環 境 に対 応 す る形 で再 編 成 す る,と い

う こ とで あ ろ う。

これ につ いて は前掲 の研 究会 報 告で も述 べ た と ころで あ るが これ ま で

の運輸 省 に よ る物 流拠 点 政 策 とい うの は 「物 流 拠点 」 に関す る政 策 で は

な く,そ れ は 「運 輸 」 にお け る 「運輸 拠 点 」 政策 で あ った とい う ことで

あ る。 す で に昭和30年 代 後 半 か ら国 内 貨物 輸 送 に お い て は 自動 車化 が

進 み,そ れ は現在 で は国 内貨 物輸 送 の トンキ ロ ・シェアで50%を 越 え,
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更 に伸 び続 ける傾向 にある。

こうした傾向 は荷主企業 の物流が 自動車 による輸送 を中心 とす るも
の

になって きている ことを示 し・ それ によ って企業 の物流拠点 は過去 の運

輸拠点をそのまま物流拠点 とす るとい う形 か ら企業が独 自に物流拠点 を

設定 し・ そ こに トラックを引 き込む,と い うものに変 わ って きた.そ う

いう物流 システムになる以上,こ れ迄 の運輸拠点政策を もって物流拠点

政策 とす るわ けには行 かない・物流 というものの変革 があ り
,そ れに適

合 す るための物流拠点政策 が必要 となるのである
。

運輸拠点 イコール物流拠点 とい う図式 が崩 れて きたの は何 もこの数年

の傾向で はない・昭梱 ・年代 力・ら起 こり
,続 いて きた ものであ る.運 輸

省 としては当然 この ことには気づ いてし・たはず である
.物 流拠点政策

の見飢 とい うの はもっと前か らあ ったニーズだ ったろ う
.そ れ は運輸

拠点一一一 物流拠点一～ 流通拠点 の関連 の再点検 であ ったはずであ る
。

しか し,こ れ迄 の流れで言 うな ら経済成長 の中での国内貨物輸送量の

増大への対応,運 輸産業構造の改編 社会的要求 に基づ くモー ダルシフ

ト政策 の重要性,な どの緊急 の課題が存在 し
,物 流拠点 を再点検す るの

が遅 れていて現在 に至 った,と いうことではないのだろうか。

(補)私 の個人的見解であるが この物流拠点 の見直 しにはいくつかの背景力iあ

ると思 う。 ひとっは最近の運輸省における物流問題は規制緩和を代表するデイ

フェンシブな動 きが中心だったということである
。政策官庁 となろ うとする運

鮪 の思惑 として物流問題に関 して言 うな ら物流拠点について統合的な政策構

想を打ち出すべ き拷 えたのだろうし,礫,特 に碓 企業 について言 うな ら

運輸省に対 して要求を行 うということは少 な く,指 導や管理を求 めるとい うこ

ともな く・ あえて要求を行 うと した ら自らの物流拠点設置における問題__ス

ペース不足,地 価の高騰 など一 一の解決への援助であ った。運輸省 としては
これ らの要求を看過するわけには行かなカ・ったのだろう

.こ れ迄 の醐 拠点政

策では荷1二企業の物流拠点問題への対応は困難だか らである
。

ただ,研 究会,部 会の審議過程 について見てい くな ら運輸省 としては荷主企

業の物流拠点を組み込む ことについては困惑があったと思 われる
.と いうより

も運輸側が荷1{ニ ーズを取 り込む ことによって新たな運輸拠点を考え
,そ れが
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物流 拠点 とな る,と い うよ うに考 えて いた もので あ ろう し・ また運 鞘 碗

場 か ら言 うな ら荷主 蝶 は管 鰍 で あ り両 くまで も運鞘 は運 輸業 が対象 だ

と漠 然 と一考え てい たろ う。

しか し,議 論 を して い く中 です で に 量的 に も,規 模 的 に も,機 能 的 に も大

メー カー,大 流通 業 の物流 拠点 とい うの は明 らか に運輸拠 点 の性格 で はな く}

流通 拠点 と しての独 自の動 きを始 めて お り・ それ がわカゴ国 の物 流 の性 格 を決 め

る とい うよ うにな って きて い るこ とに気 がつか ざ るを得 なか った。

っ ま り,運 輸省 と して は省 の独 自性,政 策的 セ導性,物 流 とい う経済機 能 へ

の関 与,麟 界 か らの要求,な どを翫 た場 合・物 流拠轍 策 を これ迄 の延 長

で はな く,新 たなパ ラダイムに基 づ く新政策 の展 開 と して将来 を見通 し 取 り

上 げる必 要 があ ったので はないか と感 じられ るので あ る。

その ために は物流拠 点 を運輸拠 点 と考え るので はな く,運 輸 と流通 を統 合 し

噺 たな コ ンセプ トに基 づ く物 流拠 点政策 の摸索 が腰 で あ るが・果 た して運

輸 省 がそ こ迄考 え てい るのか,考 えて い た と して もそ れを ど う具体 化す るか,

とい う ところに至 って い るか は疑問 で あ る。

そ うい う意味 で この研 究会 を含 め た部会の審議 に はまだ,あ いまい さは残 る

ものの今後 の方 向 と して新 たな ステ ップ と して も意味 を評価 すべ きか も しれ な

い 。

物 流 構 造 変 革 へ の 認 識

この部会報告 の中間取 りま とめの段階(平 成7年11月)に おいて審議

会で は 「物流構造の変革 の状況 を踏 まえ,今 後求め られる物流拠点 の役

割,物 流拠点像 を明 らかに した」 としているがその物流構造変革 とはい

かな るものだろ うか。

まず,「物流効率化 が求め られ る諸要因 の分析」においては次 の三っの

点 が上 げ られて いる。

(1>環 境問題

② 道路交通混雑 の激化

(3)労 働環境 の改善要請

これ について は特 に言及 す る必要 はないだろ う。 これ まで,運 輸省だ

けでな く,あ らゆ る省庁,ま た,民 間 の研究機関な どの報 告 ・調査 を見

て もこうした問題 は取 り上 げ られて いる。物流効率化要請への大 きな背
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景 とい え る。

そ して}具 体 的 な物 流 の あ り方 に関 す る ものが そ の後 に上 げ られ て い

る。 その 第一 は 「高 コ ス ト構造 の是 正 ・活性 化iで あ る
。 これ にっ いて

は と り ま とめ の 中 で 平成7年12月 に閣 議 決 定 され た 「構 造 改革 の た め

の経 済 社 会計 画」 を取 り上 げ 「円 高 に伴 って顕 在 化 したわ が国 の高
コス

ト構 造 が わが 国産 業 の国 際競 争 力 を阻 害 し
,円 高 の進展 と相 ま って産 業

の空洞 化 を助 長 しか ね な い とい う産 業 界 か らの要 請」 と 「消 費者 の低 価

格 志 向 の高 ま りや 価格 と価 値 の バ ラ ンスを 重視 す る 『バ リュー志 向」 に

対 応 し(中 略)従 来 の流行 構 造 を簡素 化 の 方 向へ 見直す とい う川 下 の流

通 サ イ ド,消 費 者 サ イ ドか らの 要請 」 の両 面 を上 げ
,そ れが 「わ が国 の

生産 面 の み な らず流 通 面 を含 め て,消 費 者 に製C:]ill,が届 くまで の広 範 な経

済 活 動 領域 全 体 にお いて,高 コ ス ト構 造 の是 正が求 め られ て い る ことに

ほか な らな い」 とな る。特 に物 流 コス トにつ いて は 「売 上高 に占 め る物

流 コス トの割 合 は,全 産 業 の平均 で あ る6 .1%(製 造業では ・ii%)にL

る状 況 にあ る ことか ら,物 流 につ い て も一層 の効 率 化 に よ る コス ト削 減

が求 め られ る よ うに な って い る」 と して い る
。

そ して,そ の一 方 で 「荷 主,消 費 者 の物 流 ニ ー ズは ます ます
,高 度 化

して い る」 ため に 「コス ト面 に も配慮 しっ っ サ ー ビスの付加 価 値 を高 め

て い く必要 が あ」 り,物 流 に関 す る商慣 行 に お いて も 「物 流 事業 者 の受

け取 る対 価 のバ ラ ンスを と る」 よ う1こして い くべ きだ
,と して い る.こ

こで の ポ イ ン トは これ まで の物 流 効 率 化 が経 済 的効 率 性 の み を追 求 す る

形 で と らえ られ たの に対 して物 流 効 率化 とサ ー ビスへ の考 慮 を 同時 に あ

げて い る こ とで あ ろ う。

次 に輸 入 拡 大 へ の対 応 が取 り上 げ られ て いる。 これ にっ い て は減 少 し

っ つ あ る ものの わが 国 の貿 易 黒 字 が 巨額 で あ り
}こ れ は国 家 と しての最

重 要 政 策 課題 だ,と して前 川 レポ ー ト(昭 和61年r国 際協調のための経済構

造調整研究会」報告)か ら述 べて対 外 均 衡 の達 成 を 言 い
,そ の中 で わが国

の貿 易 構 造 が 「大 きな変化 の過 程 にあ る」 と して
,「 生産 拠 点 の海外 移
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転」「プライベー トブラ ン ドや開発輸入の増大」な どを取 り上 げ,「 特 に

輸入 に関 して は,わ が国 の貿易不均衡 や内外価格差 の是正 ・縮小 と,国

内外 に開かれた市場 の形成 が求め られてい る」 のであ るか ら 「その受入

体制 を整備 して」いかねばな らない とい う。特 に・近年増大 して いる 「比

較的小口で流通 の定時性,迅 速性 の確保 や流通加工 などを要 し,セ と し

て コ ンテナによ って輸送 され る貨物 の増加 に対 して は,国 際物流 とそれ

に接続 す る国内物流 の円滑化 にっいて新 たな対 応 が必要」で あ るとす

る。

この新 たな対 応が ポイ ン トとな るのだ ろ う。農林水産 品 につ いて も

「その品 目ごとの特性 を考慮 して,き あ細 かい品質管理 システムの整備

が要求 され るなど物流面 での体制整備が必要 となる」 とい っているのだ

か ら総 じて新 しい物流面での対応の必要性 が強調 され るので あろう。

(補)本 来,私 の考 え方で 苗うな らこの物流 構造 変 革の と ころで物流 拠点 の位

置付 けをキ チ ンと して お くべ きであ る,と い う ことで あ り,審 議会 委員 の中 に

もそ うい う考 え方 の人 はいた。 しか し,こ こでの最 大 の問題 は これ まで 「物流

拠 点」 とい うものにっ いて突 っ込 んだ議 論 を ど こにおいて も して いなか った と

い うことであ る。私 はr:場 倉庫か ら市場 内の流通 業 の一時保管 場所,更 に は家

庭 での保存 場所 まで含 んで物流拠点 だ と考え るべ きだ と して お り,そ れ は物流

を ノー ド(結 節 点)と リンク(連 鎖線)に よ るネ ッ トワー クであ る と考え れば

ノー ドはその規模や保 有形態 に関係 な くす べて物流 拠点 と して理 解 すべ きだ と

い うこ とで あ るが,こ れ にっ いて は委 員 のす べ て が それ ぞ れ独 自の考 え方 を

持 って いて,そ の コ ンセ ンサ スを と ることがで きなか った。

また,物 流拠点 とい うの は 「場 所」 を い うのか 「施 設」 を い うのか にっ いて

もは っき り して いない。場所 の みをい うのか,両 方 を含 んだ複 合体 と して の も

のなのかzど ち らもそ うなのか,と い うこ とが は っき りしな い。 これ につ いて

もコ ンセ ンサ スがな い状 態 のままだ った。

事務 局 と して は運輸 省 も本当の ところは この物流 構造 の ところで物流拠 点 の

位置 づ けを してお きたか ったのだ ろうが 「で きなか った」 とい うのが本 当の と

ころだ ろ う。
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物流拠点の役割

物 流 構 造 の変 化 の 中 で 物 流 拠 点 は次 の点 で物 流 シ ス テ ム全 体 の効 率

化 ・ 高度 化 に重 要 な位 置 を 占 め る,と して い る。

(1)複 合一 貫 輸 送,積 合 わ せ輸 送,共 同輸 配 送 にお いて結 節機 能 を発

揮 す る こ とに よ り,ト ラ ック輸送 に よ る環境 ,交 通,労 働 力 へ の 負

荷 を軽 減 す る。

② 荷 主企 業 の トー タル物 流 システ ムの最 適 化 な どを通 じて物 流 コ ス

トの低 減 を図 る。

(3)輸 出入 に係 わ る国 内 ・国 際物 流(付 随する諸 手続 きを含む)を 円滑

に処 理 す る。

この よ うに ま とめ られて い るが その 中 で物 流 事業 者(運 輸業の こと)は

荷 主 企業 が 「消費 者 ニ ー ズの高度 化,多 様 化 に対 応 しっ つ一一連 の物 流 活

動 の トー タ ル な シ ス テ ム と して最 適 化 を志 向」 して お り,「 配 送 セ ン

ター,倉 庫,デ ポ な どにっ いて,集 約化 ,情 報 化,自 動 化 等物 流 シス テ

ム全 体 の効 率 化 を進 め て きて い る」 ため
,次 の よ うな期 待条 件 が 存在 す

る と して い る。

(1)多 数 の荷 主 ・消費 者 の荷物 を扱 う ことで,全 体 と して,よ り効 率

的 な物 流 が達 成 で きる。

(2>物 流 の トー タル シス テム を運 営 す る施 設,設 備 と ノ ウハ ウを保 有

す る。

これ は本 と りま とめ が物 流 事業 者 の整備 す る物流 拠 点 に検 討 の対 象 を

置 くとい うこ とを述 べ るたあ で あ ろ う。 事実,そ う述 べ られ て い る。

その上 で 「物 流 構 造変 革 の過 程 にお け る物流 拠 点 に求 め られ る役 割 に

つ いて」を上 げて い る。 それ はまず ,「 トー タル物流 サ ー ビスの提供 」で

あ る。 それ は荷 主企 業 が 「物 流 シス テ ムを 戦略 的 に構 築 しよ うと して」

お り・ 特 に 「多段 階 で複雑 な流 通経 路 を 整理,簡 素 化 しa多 重 的 な中間

マ ー ジ ンを節約 す る ことに よ って販 売 コス トの低 減 を図 ろ う とす る」 た
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めに,「 物流諸活 動 を トー タルに実施 す るたあの物流拠点が求 め られて

いる」 とな るので ある。

そ うした中で荷主企業 は,「用地取得 ・労働力の確保が容易でない」た

めに 「輸送,保 管,荷 捌 き等の主要な物流事業 を兼営 し トー タルの施設・

設備 と運営 の ノウハ ウを有す る物流事 業者 に,こ れ らの業務 を委 託す

る」傾向があ るために,物 流事業者 は物流 の高度化 と低 コス ト化 を満 た

し,交 錯輸送 の抑制 と積載効率の向上,合 わせてr物 流諸活動の一元化

に資す るよ う,効 率 的な物流拠点の整備 に努 め ることが必要 である」 と

す る。

更 に 「物流活動 の共同化」が必要で あるとい う,流 通構造の改善や環

境問題,交 通混雑 への対応 と して共 同化が必要 だと して,そ のためには

「物流事業者 は欠 くべか らざ る存在 である」という。この ことは当然であ

り,混 載が認 め られ るの は運輸業 のみであ るか らで ある。 このためにそ

の共 同化 の活動 の基盤 となる物流拠 点整備 が不可欠 だ と し,「交通 アク

セ スがよい場所 に立地 され るともに,情 報化や施設 ・設備 の自動化」,更

には 「標準化,規 格化」 も必要 だ とい う。

「輸送機 関間 の結節機能強化」について は物流拠点 が もと もと 「フィー

ダー輸送 と幹線輸送 の結節点 と して,貨 物の積 み換え,集 配,そ れ らに

付帯 するサー ビスの提供等 の業務が行 われて いることか ら,そ の機能 が

発揮 され ることによ って,一 貰輸送が円滑 に行われ ることになる」 とし

てい るが この ことは運輸拠点 としての本来 の役割であるか ら当然 の こと

として も,従 来 の複合 ター ミナル とかユニ ッ トロー ドシステム等 とは別

に 「幹線輸送 と都市内輸送 の結節点 とな る物流拠点」や 「共同集配 シス

テムを構築す るため地域 内の集配 荷捌 き拠点」 と しての物流拠点の重

要性 が上げ られてい る。

そのために新 たな課題 と して 「車両の大型化 に対応 した構造 ・設備 を

有す る物流拠 点」 と 「自動化 ・情報化機器 の導入」 を上 げている。

次 に 「輸入拡大 のたあの物流拠点」 を取 り上 げてい る。 その具体的な
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方 向 と して は 「国 際物 流 の窓 口 とな る港 湾,空 港 の適 正 な配 置 ・整備 と

と もに,通 関 検 品,く ん蒸 等 輸入 手 続 きの迅 速 化 の ほか,輸 入後 の商

品 流通 の効 率 化 を助 けるた め,保 管 ・配送,流 通 加 工,情 報通 信 等 の高

能 率 化 に資 す る物 流 拠 点 が 必 要 で あ る」 で あ り,こ の 他 に コ ー ル ド

チ ェ ー ンの整 備 に合 わ せ ての低 温 倉庫 や冷 蔵 倉庫 等 の庫 腹 量 の確 保 も上

げ られ て い る。

そ して,こ れ らの物 流拠 点 につ い て 「集 積 立地 」 に よ る メ リッ トと い

う ことを取 り上 げ て い る。 集積 に よ る メ リ ッ トは次 の二 つ の点 で あ る
。

(1)r1地 事業 者 の集 積 に よ る情 報 交 換s共 同化 等 の連 携 を通 じ,各 種

物流 活 動 の高度 化,ま た共 同輸 配送,帰 り荷斡 旋 等 の効 率 的 事 業展

開 を促進 す る。

(2)流 通 機 能 の計 画 的立地 等 を通 じて交錯 輸 送 の排 除,流 通機 能 の 向

上 を 図 り,都 市計 画 との整 合 によ り都 市 の健全 な発 展 に資 す る。

以 上の よ うな記述 で あ るが ここで は多 くの事 象 を ま とめて述 べ よ うと

しい るた め に若 干,舌 た らず で あ り,論 理 の 混 乱が 見 られ る。 しか し,

詩お う と して い る ことは新 た な使 命 を持 っ物 流 拠 点 と い うの は物 流 事 業

者 が 中心 とな るべ きで あ り,そ れ はいか に荷 主企 業 が独 自に物 流 拠 点 を

設 置,稼 働 させ た と して も現在 の傾 向 と して はそ の物 流拠 点 の投 資 ・建

設 ・保 有 や活 動 主体 は物 流 事業 者 に依 拠 して い る とい う ことか ら新 た な

物 流 拠点 整 備 は物流 事 業者 が中心 とな るべ きで あ り,そ の場 合,近 年 の

荷 主企 業 の物 流 が ロ ジス テ ィクス思想 に基 づ いて い る こ とか ら施 設 ,技

術,機 器 等 に新 しい ニ ー ズに基 づ くもの の導 入 が必 要で あ る,と い うこ

とで あ り・ そ れ はサ ー ドパ ーテ ィー ・ロ ジス テ ィク ス的 な行 き方 に よ る

もので あ る,と い うこ となの で あ る。

そ してsそ の た め に は物 流拠 点 の集積 立地 が な され ね ば な らな い,と

い うこ とに結 びっ く。 ロ ジ ック と して はそれ で良 い だ ろ うが,反 対 に大

メー カ ーや大 流通 業 等 の独 自の大 型物 流 拠 点 につ いて は ど う考え るか に

つ いて はふ れ られ て い な い。 この場 合 ,実 際 の 主体 とな るの は こ う した
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大企業 の子会社 ・関連会社等で あ り,そ れ は一種の物流事業者 と理解す

れば良いので あろうか。

本来 は新 しい時代 の物流拠点 であるのな らこのあた りの深 い分析 と位

置付 けが必要 だ と思 われ るが,こ の取 りまとあで は常識 的にま とめ られ

ている。今後 の議論 を導 き出 し,そ こか ら次 の ステ ップを考 えよ うとい

うのであろ うか。

(補)事 務局 で あ る運輸 省が この部分 を作成 す るに当 た って どれ くらい悩 ん だ

か はわか らな いが委 員会 の メ ンバーの一人 で あ る私 に とって は一 番気 にな ると

ころで あ った。 こう した物流 の位 置づ けにつ いて は これ まで運輸 省 で は平成2

年 に発表 され た運 輸政 策審議 会物流 部会 中間答 申 や通 商産業 省産業構 造審議 会

流 通部会 ・中小 企業庁 中小企 業政 策審議 会流通 小委員 会合 同会議 の中間答 申等

で その 考え方 はあ る程度固 ま って い る し,そ れ は民 間 の企 業や研究 者 の考 え方

とも個 々の点 で はい ろい ろな意見 はあ る ものの大筋 で はコ ンセ ンサ ス らしきも

のがで き上が ってい る。

したが って,そ れ か ら逸脱 す るわ けに は行 か ない し,ま た,運 輸省 と して は

いか に物 流が荷 主企業 側 の もの であ ると して も自 らの仕事 の守備範 囲か ら言う

な ら運輸 業 のあ り方 を問 う以外 に ない はず で ある。

案外,そ う割 り切 って しまえば気 が楽か もしれな い し,よ く考 えて み ると世

の中の物流 を語 る人 たちの 多 くは 自 らの視座 を運輸 に置 くか メーカーや流通業

に置 くか はっき りさせ て い る(意 識 的 かそ うでな いか と関係 な く)の で あるか

ら私 のよ うに運輸 と流通 を統 合 した もので物流 を考 えて い る人間 が特 別 なのか

もしれな い。

しか し,こ うい う物 流 の コンセ ンサ スのあ る方 向 において物流拠 点 を位 置づ

け しよ うと した場合,こ の部分 を厳密 かっ 濃密 に議 論 しておか ねば な らない,

と考 えて いた。 そ うでな い とここまで述 べて きた こととこの後 に展開 され る物

流拠 点 の具体的 な あ り方 とは結 びっ きが弱 くな って しま う。弱 くな るとい うよ

りは 「それ は さて お き」 とい うよ うにな る恐 れが あ る。

そ うい うことか らこの あた りの ことにっ いて私 は結 構,活 発 に意 見 を 言った

っ もりで あ る。それが反映 されて い るとかい ない とか で はな く,「議論 が足 りな

いのか もしれな い」 とい う気持 ちは今で も持 って いる。 この とりまとめの中 に

ロジステ ィクスやサ ー ドパ ーテ ィー ・ロジステ ィクスの考 え方 が出て来 るが,

この まだ,こ なれて いな い 言葉 ・概 念 が持 っ 大 きな意味 は ここで は十分 に消化

されて いな い。 多分,ロ ジステ ィクス とい う理論 にお いて の物 流拠点(こ の場



182商 経 論 叢 第32巻 第3号
(2ユ9)

合 は ロ ジステ ィク ス拠 点 であ り,ロ ジステ ィクス ・ネ ッ トワー クで あ ろ うが)

は これ までの物流 の考 え方 とはまた,違 った もので あ った ろ う。

そ うい う意 味 で ここでの議論 は私 だ けの感 じ方 か も しれ ないが十分 な され な

いまま,生 煮 え で料 理 され,サ ー ブされ て しま った よ うな気 が して い る
。「そ う

い う ことは どうで もよい」 と思 う人 もい るか も知 れ な いが新 しいパ ラ ダイ ムに

基 づ く物流拠 点 で あ る以 上,こ こでの位 置付 けが もっと も重要で あ り,後 を引

くと考 え るか らで あ る。

今後整備すべき物流拠点

い きな りで あ るが この 「と りま とめ」で はr今 後 整 備 す べ き物 流 拠 点」

と して6っ の パ ター ンを上 げて い る。 そ れ は 「今 日求 め られ て い る役 割

に対 応 す る物 流 拠 点 像 にっ いて は,相 応 す る流通 形 態,、k地 環境 に よ り

異 な り,種 々 の形態 が あ り うるが,物 流 事 業 者 が整 備 を進 め る上 で の拠

り所 と して,重 点 的 に整 備 が求 め られ て い る典 型 的 な物 流拠 点 を例 記 す

る」 とだ け述 べ て い るので あ る。

考 え て み る な ら,運 輸 政 策 審 議 会 は政 策 の方 向 を 審 議 す る組 織 で あ

り,そ の審 議 の結 果 に基 づ いて それ を 具体 的 に政 策 化 す るの は運 輸 省 で

あ る。 そ うで あ る ため に通常,こ う した審 議会 の答 申 とか と りま とめ に

お いて は具 体 的 な もの は出 さな い。 参 考 資料 に お い て載 せ る とい う こと

はあ るの だ ろ うが政 策 の方 向 を あ る具体 的 な形 で 出 す こ とは しな い。

しか し,こ の と りま とめ の本 文 に 具体 的 な6っ の パ ター ンが出 され て

い るので あ る。 しか も,資 料編 に お いて そ の イ メー ジ ・スケ ッチ さえ示

され て い る。 この こ とが この と りま とめ の性 格 を示 して い る と思 う。 物

流拠 点 とい う もの の概 念 的 な定 義 や そ の性 格 づ けが 明確 にで きな い とい

うの は物 流 や物 流拠 点 とい う もの にっ い ての一 般 的 な コ ンセ ンサ スが で

きて い な いか らで あ る。

この段 階 で物 流拠 点 と うい もの を ク ドク ドと分 析 ・解 説 して も仕 方 が

な い・ とい う考 え方 が そ こに は存 在 す る。 そ うで あ るな ら 「具体 的 な物

流拠 点 を提示 して や れ ば その提示 され た もの が この と りま とめ で 言お う
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と して い る物 流拠 点 とい う ものを は っ き りと説 明 す る こ とにな るので は

な いか」 とい うこ とだ ろ う と思 われ る。

そ うで あ る以上,こ こに示 され た6つ の パ ター ンは あ くまで も例 示 で

あ るが それ は例 示以 上 の もの とな る。 それ はひ と り歩 きを し,今 後,運

輸 省 が行 お うとす る物 流拠 点 整 備 の 「政 策 その もの にな って い く」 こ と

で あ ろ う。 そ うい う意 味 で この6つ のパ タ ー ンに は興 味 が あ る。

そ の6つ のパ ター ン とは次 の もの で あ る。

(1)流 通効 率 化対 応 型 物流 施 設

② モー ダル シ フ ト拠 点 型 ター ミナ ル

(3)ト ラ ック ター ミナル

(4)共 同輸 配 送拠 点

(5)輸 入対 応型 物流 施 設

{6)食 料 備 蓄 ・流 通 施設

「流通 効 率 化対 応 型物 流施 設 」とい うの は 「企業 の物流 諸 活動 を一・元 的

に実施 し,流 通 の効率 化 に資 す る倉 庫,配 送 セ ンター等,ま た は,多 数

の荷 主 か らの貨 物 を効 率 的 に処 理 す る倉 庫,配 送 セ ンター等 で あ る」 と

説 明 して い るが これ は生産 地 と市場 の結 節 点 とな り,特 に トラ ック輸送

に よ って幹線 輸 送 され た もの が小 分 け され,市 場 で の配 送 を行 うた め に

設 置 され る物流 拠 点 と 言 って よ いだ ろ う。

そ の 目的 が 「物 流 の リー ドタイ ムの短 縮 少 量 多 品種 化,ト ー タル物

流 サ ー ビスの 要求等 か ら,流 通 支援 機 能 を有 す る物 流施 設 の必 要 性 」 に

対 応 す る もの で あ り,設 備 は 「効 率 的 な保 管 や 荷捌 きと い った機 能 の ほ

か に,大 型 トラ ックの発 着,流 通 加 工,職 員 の福利 厚 生,情 報 化等 の機

能 を有 す る施 設,設 備 」 で あ り,立 地 と して は 「主 と して都 市郊 外 の流

通 業務 地 区 内 や高速 道 路 の イ ンター チ ェ ンジ付近 等 交通 ア クセ スの よ い

地 域 」 と言 って い る ことか ら これ は多 くの企 業,物 流 事 業者 の施設 が置

か れ た一 種 の集 合 共 同 化 志 向 の物 流 地 域 の よ うな もの を 考 え て い る と

言 って よ いだ ろ う。
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「モ ー ダル シ フ ト拠 点型 ター ミナ ル」は 「輸 送 機 関 間 の結 節機 能 を強 化

す るた め に,幹 線 輸 送 にお け る大 量 か っ効 率 的 な輸 送 が 可能 な海 運 ・鉄

道 の積 極 的活 用 を図 る ため,内 航 海運 また は鉄 道 貨 物 輸送 と トラ ック輸

送 との中継 を 円滑 にす るた め の施設 」 で あ る。 こ こで は必 要 施設 と して

コ ンテ ナデ ポ・ パ レ ッ トデ ポzシ ャシプ ー一ル等 が上 げ られて い る し,内

貿 ター ミナ ル との関 係 も述 べ られ て い るが,言 って み れ ば これ まで運 輸

省 が進 めて き た運 輸 拠点 と して の物 流拠 点 の延長 で あ ろ う し,政 策 と し

て進 め られ て きて い た モ ー ダル シ フ トに関連 す る もの も必 要 だ,と い う

ことで上 げ られ た もの で あ ろ う。

「トラ ック ・ター ミナル」 は特 別 積 合 わ せ輸 送 の拠 点 及 び連 絡 輸 送 や

共 同運 行 な ど,ト ラ ック輸送 の連 携 に よ る効 率 的輸 送拠 点 と して の重 要

性 が高 ま って い る と して,「 幹線 トラ ック輸 送 と地 域 内 トラ ック輸送 の

中継 を 円滑 にす るため の施 設 で,相 当数 の貨 物 運送 事業 者 に広 く開 放 さ

れ,か っ,ト レー ラー等 の車 両 の大 型 化 に対 応 し,必 要 に応 じて荷捌 き

の 自動 化,情 報化 に対 応 す る と と もに,流 通 加 ⊥,一 時 保管 機 能 を有 す

る もの の整 備 が もとめ られ る」 と して,今 後 「大都 市周 辺 部 の交 通 ア ク

セ スの よ い地 域 で の整 備」 とす で に 占 くな った 「一般 トラ ック ター ミナ

ルの建 て替 え時 の対応 」 を上 げて い る。

実 は この審 議 会 が開 催 され て い る間 に 「自動車 ター ミナル法 の一部 改

正 」 が決 定 され た。 これ は政 府 の規 制緩 和 推進 計 画 の 一環 で あ る。 改正

の内容 は次 の点 で あ る。

イ 自動車 ター ミナ ル事 業 に係 わ る参 入規 制 につ いて,免 許制 を,安

全 制及 び ター ミナル機 能 を確 保 す る観点 か ら審 査 を行 う許 可制 に改

め,タ ー ミナル の規 模 が地 区 に お け る輸送 量 に対 して適 切 な もの で

あ るか 否 か等 にっ いて の審 査 は行 わ な い こと とす る。

ロ 工 事施 工 に関 す る手 続 や料金 ,供 用約 款 等 に関 す る規 制 を簡 素 化

す る。

ハ 専用 臼動 車 ター ミナ ル に係 る規 制 を簡 素 化 す る
。
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二 その他所要 の改正 を行 う。

この中で 「専用 トラック ター ミナル」について は 「設置の届 け出

検査 維持管理義務 一 廃 止の届 け出」で あった ものが一切 の規制

がはず され 「無規制」 とな った。 この ことが ここでは考え られて いると

思 え る。そ うい う運輸事業者 か らの要求 があ り,そ れな りの需要が存在

す るか らであ ろう。

「共同輸配送拠点」は現在,話 題の,ま た,運 輸省 も中小企業流通業務

効率化促進法 の共管省庁 として,推 進 を図 っている共同輸配送 のための

物流 拠点 と して位 置づ け られ る ものであ る。「商業集積地 にお ける交通

渋滞の緩和 に対応す るたあの,荷 捌 きスペース等都市内集配 の拠点 であ

り,複 数 の トラック事業者等 の運行 に対応 可能 な もの」 とされ,立 地 は

都 市部 の商業集積地近郊,施 設 は複数の企業の利用が 可能 なように汎用

性 を持 ち,多 頻度小 口輸送 に適合す るものである,と な っている。

整備 について は地方 自治体 や警察等関係省庁 と連帯す ることが重要 と

言 っているが もともと,共 同配送 は中小企業庁 が積極的 に主導 を とって

行 っていた ものであるたあに ここでは運輸省 としてはあま り新味のない

言い方 とな っている。

「輸入対応型物流施設」は国際 コンテナ輸送 に対応 し,新 たな製品輸入

のたあの施設 として位置づ け られている。 そのため 「トー タルと しての

物流活動を提供す るため,ま た消費地への国 内物流 を行 うため,国 際 コ

ンテナ港湾,国 際線 の就航 す る空港及 び隣接地へ の立地が基本 である」

と言 っているが これ らは既存の空港や港湾 にお ける新たな物流機能の付

加 とい う考え方 であろ う。「内陸部 における立地需要 もある」と言 うがそ

れ はイ ンラン ド・デ ポとい うことであろ うか。

現在 のFAZ(フ ォーリン・アクセス ・ゾーン)と の関係 も考 え られてい

ると思われ る。 いずれ に して も現在で は製品輸入 と物流 はきわめて関係

が深 いために本当 はこの問題 だけに しぼ って物流拠点問題 を検討 して も

よい。特 に,近 年,ア ジアのハ ブが航空輸送 において も海洋輸送 におい
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て も日本 か ら離 れ て い くと い う危惧 が 詩わ れ て お り,そ の た め に国際 ロ

ジ ステ ィク スの 中 で ハ ブ港 湾 ,ハ ブ空 港 の 日本 へ の 奪 回 と い う大 き な

テ ーマ の巾 で 考え て み るべ きだ ろ う。

「食 料 備 蓄 ・流 通 施設 」はr新 食糧 法 に基 づ く米 の備 蓄 や生 鮮食 料 品 の

流通 に対 応 す るた め の,低 温 機 能(庫 内温度15℃ 以 ド)を 有 す る倉 庫 で あ

る」 と し,そ の 疏地 にっ いて は 「生 産地 ,消 費地 の近 傍 が普 通 」 と言 い

っ っ,輸 入 の増 大 が 見込 まれ るた めに 「港 湾地 区 で の 、γ地 の需要 」 も見

込 まれ る と して い る。

この物 流拠 点 につ いて はよ くわ か らな い。 新 食糧 法 に よ って食 品 流通

が 変化 す る こ とを予想 して い るのか,そ れ な ら農 林 水産 省 の政 策 の中 に

入 る こ と も考 え られ るのか,ま た は阪神 大震 災 の こと もあ って 災 害対 応

の意 味 もあ るの か,い ず れ にせ よ,他 の物流 拠 点 と は扱 う商C1[1・貨 物 を

限 定 して い るだ け に異質 な感 じ もす る。 これが ひ とっ のパ ター ンと して

取 り上 げ られ た理 由 は も う一 つ判 然 と しな い。

(補)審 議途 中の段階 で は こ こは具体的 なパ ター ンを明示す るよ うにはな って

い なか ったと記憶 して いる。 この前の段階 の議論 で明確 な ものを示 す域 に は達

して いなか った し,た とえで きて も例 示 した ものが ひ と り歩 きをす る危 険 も

あ った はず で あ る。 しか し,私 は 「パ ター ンを決 めて具体 的 な もの を示 す必 要

が あ るので はなか ろ うか」 と主張 した。

それ は前 に も述 べ た物 流拠点 とい うものが概念 的 に も機能 的 に も明 らか に さ

れね ばな らな いと思 って いたが それが困難 な状態 にあ る以L ,具 体 的 な もの で

示 され ない限 りこれ まで と同 じ 「物流拠 点 イコー一ル運 輸拠 点 」 とい う 『常識 』

が その まま生 き続 ける と思 ったか らであ る。 そ うで はな く 「物流 拠点 は運輸拠

点 と流 通拠 点 の統 合 体 で あ る」 とい う ことを 言 うた め に は具体 的 な もの をパ

ター ンと示す必 要が あ る と思 ったので あ る。

ただ,断 ってお きたいが物流 拠点 が運輸拠 点 と流通拠点 の統 合体 で あ ると考

えて い るの は私 だ けだ ったか も しれな い し,他 の委員が パ ター ンを示 す ことに

賛成 したの は私 が 考 えて い るよ うな理 由 で はなか ったの か も しれ ない。 そ し

て,事 務 局 であ る運 輸 省がバ ター ンを出す ことに したの は(そ うい う提 案 を審

議 会 に対 して事務局 が提 出 した とい うことで あ る)独 自の考 え 方 に基 づ くもの

で あ ったのか も しれ な い。
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確 か に この パ ター ンは十分 に練 られ ていな い。 資料編 にはイ メー ジ ・スケ ッ

チ さえ付 けてあ るが次 元 の異 な る ものを並べ た感 があ る し,そ れ はア ップ ッー

デ イ トな テー マを取 り込 んで みた,と い う感 じで もあ る。 また,物 流 拠点 が地

域 をい うのか施設 をい うのか も明確 に な って いない。

そ うい う ことは確 か にあ るの だが私 と して は議 論 を巻 き起 こす ため に も新 し

い物流拠 点政策 の基 本的 な コンセ プ トを説 明す るため に こうい うパ ター ンを出

した ことは良 い ことだ と思 って い る。 過 去,複 合 ター ミナ ルで も,ト ラ ック ・

ター ミナルで も,イ ンラン ドデポで も,物 流 ネ ッ トワー ク シテ ィーで も,サ テ

ライ ト型物流拠 点 で も個別 の ものが ひ とつづ つ とり上 げ られて きた。 これで は

到底 「物流 拠点 政策」にはな らない。もち ろん,「 運輸拠 点政策」に もな らない。

(複 合 ター ミナル政策,ト ラ ック ター ミナル政 策 であ る)。

全国 的 な広 が りの中で複 雑 な多 彩 な物流 のため の拠点 政策 で あ る以上,複 数

の種 類 の物 流 拠 点 の複 合政 策 で な け れ ばな らな いだ ろ う。 そ うい う ことか ら

い って6っ の パ ター ンを まず,提 示 して み る とい うことは意味 が ある と思 う。

整 備 方 策

整備方策 と しては次 ぎの6つ の点 が上げ られてい る。

(1)国 丁地方公共団体,民 間事業者 の役割

② 指針 の策定

③ 投資促進方策

(4)用 地確保 と計 画的立地 のための手法

(5)国,地 方公共団体 の連携

⑥ 物流拠点 に係わ る立地規制 の緩和

この うち,特 に気 にな るのは(4)と⑥で あろう。「風 地 方公共団体,民

間事業者 の役割」 については物流 には社会的 な大 きな役割 があ りT物 流

拠点 はその基盤 的施設であ ること,そ の投資懐妊期間が長い こと,適 地

に限定 があること,な どか ら 「公的な支援,関 与が必要で ある」 として

いるが この ことはこれ まで 菖われて きたことで ある。

「指針 の策定」にっ いては 「各拠点類型別,地 域別 の整備 目標 について

明 らかにす るとともに,地 域 の設定 については,物 流の広域性,対 象 と

す る拠点 の特性 な どを勘案 して行 うことが望 ま しい」 と簡 単に述べてい
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る。 これ は物流拠点 のパ ター ンを提示 したためで もあろ うし
,過 去,通

商産業省が 「大規模物流基地適正配置構想」 を研究 した時に この類型別

の設置指針 を発表 しているが当た り前 の考え方 であろう
。 もちろんYそ

の指針通 りに実現 で きるという性格 の ものではない
。

「投資促進方策」は物流拠点 の整備 には 「相当の資金 と長期 の投資懐妊

期間が必要」 とされ,し か も 「投資収益率 が高 くない」 ことか ら民間で

は 「従来か ら遅 れが ち」 であ った と して,投 資 イ ンセ ンテ ィブの付与,

政策税制 ・政策金融な どの支援制度 の拡充,地 域社会 の支援 など措置を

講 じてい く必要があ る,と している。 これ はこれ まで 言われていたこと

で ある し,「民 間事業者 の能力の活用 に よる特定施設 の整備 の促進 に関

す る臨時措 置法(民 活法)」 などで実施 されて もい る。

しか し,こ こで 言う 「地域社会の支援」 とい うのはど うい うことだ ろ

うか。 これが もし,地 方公共団体 による物理的援助で あればそれ はそれ

で これ まで行 われて きていた ことであ る。そ うい うことで はな くもっと

高次元の,か っ,民 意の醸成的 な もので あれば興 味あ る。

「国3地 方公共団体の連携」につ いては当然の ことであ るが ここではお

もしろい指摘 を してい る。 それは物流拠点の整備 において 「町並 みや ま

ちづ くり総合 支援事業の荷物集配施設」 と 「道路一体型広域物流拠点」

がLげ られてい ることである。 この二つにつ いてはすでに建設省 が構想

研究 を し,一 部 モデル事業 と して予算化 している ものである。運輸省 と

して もこうい う方向 をとるべ きだ と考え始 めているのだ ろう
。それ は運

輸 の枠内か ら外 に出て私 の考え る 「流通 と運輸 の統合」 と合致 す るもの

である。 この他 に 「中小企業流通 業務効率化促進法」 と 「農村地域工業

等導入促進法」 が上 げ られているが これ らはすでに動 き出 している もの

であ るか ら 「今後,更 に推進 すべ き」 とい うところであ る
。

さて・興味があ る・ と言 った二っの ものである。 そのひとっが 「用地

確保 と計画的 立地 のための手法」である。これにつ いて は従来,「土地 区

画整理事業,臨 海部土地造成事業,流 通 業務団地造成事業等種々の事業
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方 式 に よ り,主 と して地 方 公 共団 体 に よ って な され て きた が・物 流 拠点

の整 備 に当 た って は,交 通 上 の要 衝 な ど の適 地 に広 大 な用地 を要 す る こ

とか ら,用 地 確 保 の困 難 に直 面す る ことが多 い」 と述 べ て い る こ とか ら

地 方 公 共団 体 が個 別 に それ を行 うこ とは無 理 だ と判 断 して何 か他 の方 法

を提 起 す るの か と思 ったが こ こで の記 述 は 「都 市計 画 の策 定 にお いて,

物流 拠 点 の役 割 を これ まで 以上 に高 く評価 し,こ れ を明確 に位 置 づ け,

そ の計画 的 な整備 を促進 す る必要 が あ」り,「 これ まで以 上 に地 方 公 共団

体 によ る積 極 的 関与,環 境 整備 が 重要 で あ る」 と して い るのみ で あ る。

その た め 「流通 業 務 市街 地 整 備 に関 す る法 律(流 市法)」 「農 村地 域[業

等 導 入促 進 法 」等 の活 用,「 特 別 業 務地 区」 「港 湾 にお け る土地 造 成 事業

等」 な どの考 慮 が上 げ られ て い るが,こ うい う もの を うま く利用 して地

方 公 共団 体 が よ り積極 的 に物流 拠 点 の整 備 を しろ,と い うこ となの だ ろ

うか。

もうひ とっ が 「立地 規 制 の緩 和 」 で あ る。物 流 拠 点 は種 々の事 情 か ら

「そ の立 地 場 所 が限 定 され るほか}迷 惑 施 設 と見 な され る こ と も多 い こ

とか ら 立地 が 困 難 な ケ ー スが 多 い」 と して 「今 後 はY物 流 拠 点 の 、Z地

ニ ー ズを勘 案 して,立 地 規制 の緩和 につ いて 検討 し,市 街 地調 整 区域s

住 居地 域 等 へ の 立地 につ いてmの 弾 力 的運 用 を 口∫能 とす るよ うな措 置

を,関 係 省 庁 が協 力 の上 で進 め る必 要 が あ る」 と言 って い る。

ここで は 立地 規制 につ いて の み述 べ て い る のか と思 うとそ の後 に 「n

動 車 ター ミナ ル法 」の規 制緩 和 を上 げ,「専 用 トラ ック ター'ミナ ル につ い

て は,同 法 上 の規 制 を撤 廃 した と ころ で あ る」 と 言 って い るが 自動 車

タ_ミ ナ ル法 とい うの は 立地 規 制 なの で あ ろ うか。 いず れ にせ よ・r地

規 制 につ いて は運 輸 省 マ ター で は な く,他 の省 庁 に関 係 す る もの で あ

る。 運 輸省 にお け る規 制 は ど う関係 して くるので あ ろ うか。

以 上 が 「物 流拠 点 の整 備 方策 」 につ い て述 べ られて い る部 分 で あ る。

大 体 は これ まで 言われ て きた ことを強調 し,更 に促 進 を 図 るべ きだ,と

言 って い るわ けで あ り,あ ま りの新 味 は ない。 た だ,一 一部 に新 た な物 流
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拠点 と しての性格を規定す る新 しい考え方が含 まれているとい うところ

だろ うか。

(補)こ う した 「政 策 に関係す る審議 会」 の答 申や と りまとめにお いて行政 へ

の提C'1に っ いて どう考 えた らよ いか私 と して は悩 む と ころであ った
。 これ まで

の例 か ら言 うな らあ る特定 省庁 の審議会 で あ る以 上
,行 政 の これ か らの対 応 に

つ いて は通 り一 ぺん にな るケ ー スが多 い
。 審議会 の意 見を とりま とめれ ばそれ

を今後,ど う行政 が展 開 してい くか は行政 の側 の問題 であ り,審 議会 が 言 うこ

とで はない よ うな気が す る。

また,審 議 会 の と りま とめ と同時 に行政 への提 言が 出て くるの は論理 的 に も

おか しいよ うな気 がす る。 と りま とめ の本 文 が で き,そ こか ら考 え る時間 が

あ って行政 が方 向 を考え るとい うのが正 しいので はな いのか。 とな ると審議 会

は行政 に対 して大 きな方向性 とい うか施策 展開 の コ ンセ プ トを提 示 す るのが良

いはずで あ る。

「そ れが この と りま とめ に出て くる 『整備方策』で はないか」と苫わ れ るだ ろ

うが私 と して は もう少 し上 の次元 を考 えて いた。 だか ら,自 分で も悩 むわ けで

あ るが早 い話 が常 識 的 な提 言にな りが ちで あ るとい うこと,そ れ は過 去 の施 策

の追 認,方 法論 の ない建前的 な正論,抽 象 的 な中間的意 見,と な って しま う恐

れ があ るか らであ る。

それ はっ ま り,こ の と りま とめ に一 本筋 の通 った コ ンセ プ トが な い,と い う

か弱 い とい うことであ ろ う。私 は個人 的 に この と りま とめ につ いて は新 たな物

流拠 点 と しての コ ンセ プ トを 「運 輸拠点 と流通拠 点 の統 合(あ るい は融合)」 と

してお り,こ の コ ンセ プ トに基づ く行政 への提 言を作 ると した らもう少 し
,違

うもの にな ってい る と考 え たい。

もち ろん,審 議 会 は多 くの委 員 の意 見 を調整 し,そ れに よ って ま とめ られ る

もの であ るか ら私 の考え方 はあ くまで私 の考え方 であ る。

そ の 他

更 に この と りま とめ で は次 の2点 が取 り上 げ られ て い る。

{D地 域 社 会 と物 流 拠 点

(2)'「青報 イヒ・自動 イヒ

これ は物流 拠 点 の整 備 に お け る条 件 づ けの よ うな もの と考 え られ る。

地 域 社 会 との関 係 にお いて は 「パ ブ リ ック ・ア クセ プ タ ンスの高 い物 流
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拠 点 」を考 え るべ きだ と し,そ のた め に 「地元 へ の経 済 効 果」「他 の商業

施設,展 示 施設,産 業 施 設等 地 元 との密 着 した施 設 の一体 化 」「地 元 住 民

の利 便 向上 」 な どを考 え る と同時 に 「迷惑 施 設 と しての デ メ リッ トの減

殺 」「公 園,緑 地 等 の公 共,公 益 施設 の設 置」「安全 性 の確 保 」「物 流拠 点

の地 域 へ の開放 」,そ して 「防災 へ の配 慮 」 を 上 げて い る。

情 報 化 ・自動 化 で は 「情 報 化 ・自動 化装 置 の普 及 促 進」「港 湾 にお け る

ター ミナ ルの情 報 化 」「(パレットや物流 コー ドの)標 準 化 」が上 げ られ て い

る。

(補)私 と して は本 当 に物流拠 点 の整 備 につ いて は この部分 が一番,重 要で は

な いか と考 えて い る。 つ ま り,今 後 の物流拠 点整備 にお いて は 「金 融 ・税 制支

援 」「規制緩 和」「地域 への受 け入 れ」「標 準化」 こそ,行 政 が行 うべ きことだ と

考 えて い るか らであ る。 そ うい う条件 が整備 されれ ば後 は民問 で うま くや って

くれ るので はないか と思 う。

この と りとめで今後,必 要 とされ る物流拠 点 のパ ター ン(類 型)を 提 示 され

た ことが大 きな意味 を持っ と思 われ る。 そ れに対 して行政 へ の提 言は コ ンセ プ

トの提 示 で良 か った ので はないか,と 考えてい る。

この と りま とめの全体 フローを図…1で 示す。

それまでの経過

この と りま とめ につ い て も う少 し解 説 を して み た い。 審 議会 にお け る

議論 の過 程 で 検討 され た こ とは い くつ か あ る。 まず,平 成7年 度 に お け

る,そ の 時点 で の運 輸 省 の物 流 政策,つ ま り,貨 物 物 流政 策 の推 進 計 画

で あ る。 それ は大 き く分 けて次 の項 目 に整f里で き る。

(D幹 線 物流 の効 率化

イ 海 運,鉄 道 へ の モー ダル シ フ トの推 進

ロ 幹線 トラ ック輸 送 の効 率 化

(2)地 域 内 物流 に お け る トラ ック輸送 の効 率化

イ 自家 用 トラ ックか ら営 業 用 トラ ックへ の転 換

ロ 営 業 トラ ックの積 合 わ せ輸送 の推進
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図一1「 物流拠点の整備のあ り方 について」の構成

q)物 流効率化が求められる諸要因(環 境問題 道路交通混雑 労働環境の改善要請)

物流構造変革の過程において,物 流拠点には以下の役割を果たすことが求められる
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ハ 地域環境 の整備

(3)社 会 の要請 に応 じた物流拠点の整備

イ 港湾の整備

ロ 空港 の整備

ハ 倉庫,上 屋,ト ラックター ミナル等の整備

二 物流拠点 の高度化

ホ 流通業務 市街地 の整備

へ 超大型浮体式海洋構造物(メ ガフロー ト)の 研究 開発

(4)内 外 の経済情勢 の変化 に対応 した物流 の充実s高 度化

イ 我が国商船隊の整備

ロ 国際物流 事業 の充実

ハ 物流事業 にお ける情報 システムの推進

二 中小物流事業者 の育成S構 造改善事 業の推進

ホ 物流全般 の効率化,価 格 メカニ ズムを通 じた省力型物流 への シ

フ ト

へ 消費者物流への対応

ト 規制緩 和への取組 み

チ 内外価格差への対応

⑤ 円滑な物流 の確保 のための環境整備

イ 労働力の確保

ロ 環境 ・エネルギー問題への対応

ハ 道路交通混雑へ の対応

二 物流 に対す る横断的取組 み,啓 蒙活動

ホ 阪神 ・淡路大震災への対応

(6)物 流 に対す る国際 協調 の推進

イ 物流分野 での技術的 支援 の実施

ロ 国際物流 の円滑化

以上であ り,そ れぞれ につ いて具体 的な施策 が展開 されてい る。特 に
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物流拠点 整備 にっ いて は独立 した項 目とな るくらい,各 種 の施策 が展開

されて いるのであ る。で はなぜ,そ の物流拠点整備が審議会のテーマ と

して取 り上 げ られたのか,ど うい うことを審議の対象 と して ほ しか った

のか。

それにっいて は第14回 運輸政策審議 会物流部 会(今 回の物流拠点整備

に関するテーマによる審議の第一回である)に お いて 「検討課題(案)」 が提

出 されてい るがその中 に書かれてい ることで推測 してみ たい。

ここではまず・近年 にお ける我が国をめ ぐる社会経済情勢 につ いて述

べ,「経済 と国民 の生活実感 の乖離」「豊か さを妨げている諸 問題」「我が

国産業の競争力低下,産 業,雇 用 の空洞化」 とい った ことを取 り上 げ,

その1#1で 「物流 に求め られている役割」 については 「我 が国 をめ く・る環

境 の変化 は,物 流分野 に も大 きな影響 を及ぼ している」「物流 システムの

トー タルな視点か らの一層 の効率化が必要であ り,そ のための物流施設

が必要で あ る」「輸入 の拡大 に対 して政 策対応 が求 め られてい るが物流

施設面で負担が非常 に大 きい」「新食糧法 の施行 に伴 う食品流通 におけ

る品質保持等 の問題 が生 まれてい る」「物流拠点 は,土 地,建 物等 に相 当

程度 の資本投 下を要す るために,計 画的措 置を講 じなければな らない」

といった ことか ら 「物流効率化,輸 入貨物 の増加等 の社会的要請 に対応

した物流拠点 のあ り方 にっいて,そ の計画的 な整備 を促進 す るための措

置を検討す る」 とい うよ うに述 べて いるので ある(図 一2を参考)。

っ ま り,こ れまでの物 流拠点整備のための施策 はイ ンフラ整備 を除 い

ては民 間に行わせ・ それを行政が支援す るとい う形 を とって いると同時

に多 くの,多 様 な,物 流拠点 にっいてそれぞれが独 、γした形 で整備 され

てお り・ 全体 を統合 した物流拠点整備計 画がなか ったということであ ろ

う。 そのために,近 年 の多 くの問題 に対応で きな くなっているというこ

とで あろう。 この ことが運輸政策審議会物流部会 において物流拠点整備

を取 り上 げて審議す る目的 といえ よう。
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表 一4

物流拠点整備のあり方に関する調査

(平成5,6年 度㈹ 日本物流団体連合会調査)よ りまとめ

⑥ 公共1導 型物流拠点 の整備にっいて

1物 流企業の要1望

・国有地 や公共用地の払Fげ ,ま た賃貸

・ 一定期間経過後に個別企業の資産にな る等の分譲方式の採用

・都心部に公共 トラックター ミナルの増設

・多層階式で保管や流通加1:も 行える トラ
ックター ミナル

・海上 コンテナ ター ミナルと連携 した トラックター ミナル

・幹線道路 ・一般道路への スムーズなアクセス

・実勢価格に見合 った施設利用料金の設定

・従業員の通勤 のための交通 予段の整備

2荷k企 業の要望

・大都市の近 くに人規模 な物流団地の建設

・都心部への配送が可能な場所への整備

・輸入品の取扱に便利な場所への整備

・24時 間運用で き周辺 との トラブルが発生 しない場所への整備

・長期計画に基づいた整備

・国有地や公li:,.,用地の開発

・道路整備 との一イ本化

・企画か ら完成 までの期間をなるべ く短縮

3各 地方の経済団体 ・物流団体の要望

・省庁 ごとの整備構想 の連騰 ・協調

・ヒ地価格を取得できる範囲に抑える

(と りまとめ資料より)

更 な る理 由 を あ げ るな ら次 の よ うな ことが 言え る。 そ の ひ とつ は 「民

間 企 業 か らの物流 拠 点 に関 す る多 くの要 望」 で あ る。 これ は物 流 関連 団

体 の調 査 で も,審 議 会 の ヒア リ ングで も出 て くる問 題 で あ るが 「物 流 拠

点立 地 の確保 の困 難 性」 「土 地 ・建 物 に関す る投 資 の過 重性1「 物 流 施 設

の 老 朽 化 」 「周 辺 環 境 か ら来 る物 流 施 設 の移 転 の必 要性 」r企 業 の物 流

ネ ッ トワ ー ク改編 の た あ の大 型 物 流 拠 点r地 の確保 の 要 求」r新 た な ビ
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ジネス展開のための新規 の物流施設の必要性」 といった民間か らの要請

であ る これへ の新 たな対応 が必要で あ った,と い うこと も考 え られ る

(表一4を 参考)。

も うひ とっ は物 流事業者 であ る運 輸業 の相対 的 な地位 の低下 であ ろ

う。前述 した ように運輸拠点がそのまま物流拠点であ るな ら運輸業の物

流拠点 は物流 において大 きな地位 が保て るが物流 におけ る輸送 が 自動車

化 して きた ことによって荷 主企業 は独 自に流通拠点であ る物流拠点 を設

置す るのであ る。それは特 に寡 占体制を とる大手企業が流通 チ ャネル政

策 と して行 うもので ある。

ここではあ くまで も荷主 主導 とな り,運 輸業 は従属す るもの とな る。

物流拠点 は荷主企業 の計画の上で設置 され,改 編 され る。 この ことが運

輸業 の相対的地位 の低下を もた らす し,モ ー ダル シフ ト等 の運輸省 の政

策 の不徹底 さにっなが って くるのであろ う。運輸省 として は運輸業側 に

のみ立 った物流拠点政策 をとるわけには行かず,運 輸業,荷 圭企業両方

を含 んだ 「本当 の物流拠点政策」(私の言う運輸拠点と流通拠点の統合)と し

ての施策展開が必要 とな った もので ある。

最後 に平成8年 度 の運輸省 による物流政策(貨 物流通政策)の 推進計画

を上 げてお く事 とす る。

(D物 流 イ ンフラの整備

イ 第9次 港湾整備五箇年計画を策定 し,港 湾 の整備を推進

ロ 第7次 空港整備五箇年計画 を策定 し,空 港 の整備を推進

ハ 鉄道 の輸送力強化 のための必要 な施設 の整備を推進

(2)社 会の要請 に応 じた物流拠点 の整備

イ 運輸政策審議会物流部会の最終取 りまとめを受 けて,今 後 の物

流拠点整備 に関 し所要の施策 を推進

ロ 民活法特定施設等 について整備 を促進

ハFAZ法 に基づ き,輸 入促進地域(FAZ地 域)の 整備 を促進

(3)モ ーダル シフ トの推進,幹 線物流 の効率化
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イ 船舶整備公団 による内航 コンテナ船,内 航RORO船 等 の整備

を推進

ロ 船腹調整事業 の計画的解 消を初 め とす る内航海運対策 を推進

ハ 複合一貫輸送 に対応 した内貿 ター ミナルの整備を推進

二 鉄道 の輸送力増強 のために必要 な機 関車,貨 車,施 設の整備 を

推進

(4)地 域内物流 の効率化

イ 広島 横浜,熊 本等 にお ける関係者 の協議会 において,共 同集

配 システムの構築を含む都 市内物流効率化施策 を推進

(5)高 コス ト構造是正 のための物流 の充実,高 度化

イ 国際海上 コンテナ ター ミナル等 の整備 の推進

ロ 鉄道,海 運の積極的な活用 を通 じた複合… 貫輸送 の推進

ハ 高 コス ト構造是正 のための物 流施設 の整備を促進

二 物流事業 における情報 システム化 の推進

ホ トラ ック事業,ト ラックター ミナルに係わ る規制,船 腹調整事

業の計画的解消等物流関係 の規制緩和の推進

㈲ 環境,エ ネルギー問題へ の対応

イ2000年 以 降 の温室効 果 ガス排 出量の低 減等 の枠組 みを定 め る

気候変動枠組条約第3回 締約国会議 への対応

ロ 低公害車 の普及促進

ハ ニ重構造 タンカーへの早期代替 を促進

二 海洋汚染緊急事態に係 わ る国際協調体制 の構築 につ いての国際

会議 を開催

σ)内 外 の経済情勢 の変化 に対応 した物流 の充実,高 度化

イ 国際船舶制度の円滑 な実施及 びその充実 に必要な方策 にっ いて

の調査,検 討

ロ 海外 か らの研修生 の受入等,物 流分野 での技術 的支援の実施

(8>円 滑 な物流 の確保 のための環境 整備
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イ 労働力確保,物 流 に関す る啓蒙のための施策の実施

ロ 阪神 ・淡路大震災被災港本格復旧工事等 の実施

(補)審 議 会の過程 において は多 くの資料 の提iヒ ア リングの実施,調 査が

行 われ る。また,今 回 は 「物流拠 点 とは何か」 とい う基 本的 な議論 も行 われ た。

これを詰 めて い くと運輸 省 にお け る貨 物流通 施策 のすべ てが対象 とな る し,他

の省庁(建 設省,通 商産業省,農 林水産省等),地 方(県 市町 村),そ して,民

間企 業にお け る物 流施 策,活 動 ・シ ステ ムなど も対象 とな る。 こうなる と事務

局 で あ る運輸 省の 人た ちで も,多 くの委 員 も全体 を把握 して わか る人 な どいな

い。 いな いか ら全体 的見地 で 発 言で きる人 もいな い。 それぞ れが それぞれの 疏

場 で発 言 し,そ れ は事務局 も同 じことで あ り,そ れを ま とめ るのが 一苦労 とな

る。

政策 審議会 であ るため に仕 方が ない のか もしれ ないが もうひ とっ テーマが し

ぼ り込 まれて い るとよ い議 論が行 われ,話 題 とな ると りま とめが で きた と思 う

が …。
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